
 

 年  月  日 

 

こもれび 花子 

この月は、一ヶ月に 14 回ご利用され、このうち上記 

点線枠内の４回が、2 区分上位の算定になります。 

※利用票の表示の方法はご利用者や事業所により異なります。 

   要介護２ 一日利用（9：30～15：45） 週３回ご利用の場合 

４回分が２区分上位の算定になります。 （例） 


